
三
件
の
質
問
主
意
書
の

第
一
は
、
六
ヶ
所
再
処
理
工

場
が
福
島
原
発
事
故
汚
染

水
の
ト
リ
チ
ウ
ム
の
海
洋

放
出
目
標
値
に
比
較
し
て

約
十
一
万
倍
も
の
濃
い
放

射
能
廃
液
を
放
出
す
る
こ

と
に
つ
い
て
で
す
。

こ
れ

に
対
す
る
政
府
答
弁
書
は
、

「
福
島
の
場
合
と
六
ヶ
所

工
場
の
場
合
と
は
簡
単
に

比
較
出
来
な
い
」
、「
六
ヶ
所

再
処
理
工
場
で
は
海
に
濃

い
放
射
能
液
を
流
し
て
も

陸
上
の
再
処
理
施
設
の
周

辺
で
は
「
〇
・
〇
二
二
㍉
シ

ー
ベ
ル
ト
／
年
」
以
下
で
安

全
だ
と
い
う
相
変
わ
ら
ず

の
回
答
で
し
た
。

重
大
な
の
は
、
二
〇
一
二

年
国
会
で
議
決
し
た
環
境

基
本
法
改
正
を
無
視
し
て

い
る
こ
と
で
す
。

改
正
事
項
は
「
第
一
三

条
」（
「
放
射
性
物
質
に
つ
い

て
は
除
く
」
）
を
削
除
で
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
第
一

六
条
は
必
然
的
に
「
放
射
性

物
質
の
環
境
基
準
も
定
め

る
」
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
を
無
視
す
る
見
解
を

答
弁
書
は
示
し
た
の
で
す
。

「
答
弁
三
の
３
」
に
つ
い

て
抜
き
書
き
す
る
と
以
下
の

通
り
で
す
。

０

０

０

０

「
環
境
基
本
法
改
正
に
よ
っ

て
、
放
射
性
物
質
に
係
わ
る
適

用
除
外
規
定
が
削
除
さ
れ
た

が
、
・
・
国
際
的
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｐ

勧
告
の
考
え
方
に
則
っ
て
（
放

射
性
廃
棄
物
）
発
生
源
を
管
理

す
る
手
法
に
よ
っ
て
放
射
線
防

護
が
行
わ
れ
て
お
り
、
・
・
我
が

国
に
お
い
て
は
原
子
炉
等
規
制

法
に
よ
り
発
生
源
管
理
が
行
わ

れ
て
お
り
、
・
・
平
常
時
の
放
射

性
物
質
に
係
わ
る
環
境
基
準
を

改
め
て
設
定
す
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
」

あ
れ
だ
け
の
重
大
な
原

発
事
故
を
起
こ
し
た
我
が

国
の
放
射
性
物
質
の
規
制

に
つ
い
て
、
環
境
基
本
法
に

一
元
化
す
る
こ
と
は
当
然

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
人
と

環
境
を
守
る
「
環
境
基
本
法

の
措
置
」
の
要
で
あ
る
放
射

性
物
質
の
「
環
境
基
準
」
を

定
め
な
い
こ
と
は
国
会
軽

視
で
あ
り
、
厳
し
く
追
及
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
す
。

第
一
に
、
我
が
国
の
環
境

基
本
法
の
原
則
を
、
原
子
力

推
進
の
立
場
に
立
つ
Ｉ
Ｃ

Ｒ
Ｐ
（
国
際
放
射
線
防
護
委
員

会
）
の
政
策
で
歪
曲
し
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
Ｉ
Ｃ
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本
年
一
月
三
〇
日
、
参

議
院
議
員
会
館
に
お
い
て

「
再
処
理
工
場
の
安
全
」

に
つ
い
て
、
政
府
側
担
当

者
一
四
人
と
市
民
団
体
と

の
意
見
交
換
会
が
あ
り
、

そ
の
結
果
を
受
け
て
川
田

龍
平
参
議
院
議
員
に
三
件

の
質
問
主
意
書
を
提
出
し

て
戴
き
ま
し
た
。
政
府
答

弁
書
は
受
領
し
ま
し
た
が

疑
問
点
や
回
答
漏
れ
が
あ

り
、
四
月
末
に
再
質
問
書

を
提
出
、
政
府
答
弁
書
を

五
月
一
二
日
に
受
領
し
ま

し
た
。
こ
の
間
の
経
緯
は

本
紙
第
一
五
一
号
以
降
で

報
告
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
未
だ
疑
問
点

が
解
決
せ
ず
、
ま
た
相
変

わ
ら
ず
の
答
弁
漏
れ
箇
所

が
見
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
六
月
一
五
日
に
川
田
議

員
に
、
「
再
々
質
問
主
意

書
」
を
提
出
し
て
戴
き
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
政
府
答
弁
書
の

疑
問
点
、
回
答
を
避
け
て

い
る
点
を
報
告
し
ま
す
。

（
ま
と
め
・
永
田
＆
尚
）

六ヶ所再処理工場の放射能環境放出の図

環
境
基
本
法
に
よ
る
放
射
性
物
質
の

環
境
基
準
は
『改
め
て
設
定
の
必
要
な
い
』

政
府
答
弁
書

『発
生
源
で
管
理
す
れ
ば

環
境
は
守
れ
る
』は
ず

？



Ｒ
Ｐ
の
方
針
が
我
が
国
の

環
境
基
本
法
よ
り
上
位
に

立
つ
こ
と
は
あ
り
得
え
な

い
こ
と
で
す
。

第
二
に
は
、
そ
も
そ
も
、

六
ヶ
所
再
処
理
工
場
は
「
発

生
源
管
理
」
さ
え
も
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
冒
頭
の
「
六

ヶ
所
再
処
理
工
場
放
射
能

環
境
放
出
の
図
」
に
み
る
よ

う
に
原
子
炉
規
制
法
に
よ

る
規
制
値
「
原
発
放
出
液
は

六
万
ベ
ク
レ
ル
／
㍑
以
下
」

の
約
二
七
〇
〇
倍
も
の
ト

リ
チ
ウ
ム
を
放
出
し
て
も

許
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

問
題
は
再
処
理
工
場
か

ら
の
放
出
廃
液
に
よ
っ
て

海
の
生
態
系
が
壊
さ
れ
て

行
く
事
で
す
。
「
放
射
性
物

質
環
境
基
準
」
の
早
急
な
制

定
は
環
境
省
外
局
に
位
置

づ
け
ら
れ
た
原
子
力
規
制

委
員
会
が
ま
ず
や
ら
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
答
弁
書
に

は
「
環
境
影
響
評
価
法
」
は
、

再
処
理
工
場
が
着
工
し
た

あ
と
に
制
定
さ
れ
た
の
で
、

六
ヶ
所
工
場
は
対
象
外
で

あ
る
と
も
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。「
バ
ッ
ク
チ
ェ
ッ
ク
」

を
も
否
定
す
る
理
屈
で
す
。

質
問
主
意
書
の
第
二
は
、

「
再
処
理
工
場
で
事
故
が

起
こ
れ
ば
巨
大
事
故
に
発

展
す
る
」
、「
新
規
制
基
準
で

は
ど
の
よ
う
な
対
策
が
練

ら
れ
て
い
る
の
か
？
」
と
い

う
も
の
で
し
た
。

政
府
答
弁
書
は
、
「
再
処

理
工
場
事
故
は
最
悪
の
場

合
ど
の
よ
う
な
様
相
を
帯

び
る
も
の
な
の
か
？
」
と
い

う
私
達
の
問
い
に
、
回
答
を

出
さ
な
い
の
で
す
。

六
ヶ
所
再
処
理
工
場
に

は
ガ
ラ
ス
固
化
も
出
来
ず

に
液
体
状
の
高
レ
ベ
ル
放

射
性
廃
液
が
学
校
の
プ
ー

ル
一
杯
分
も
溜
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
廃
液
が
冷
却
機

能
を
失
う
と
沸
騰
し
、
大
量

の
放
射
能
を
環
境
に
放
出

し
ま
す
。

こ
の
問
題
に
つ

い
て
、
政
府
答
弁
書
で
は
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
「
や

っ
て
い
る
」
と
も
「
や
っ
て

い
な
い
」
と
も
書
か
れ
て
い

な
い
の
で
す
。

政
府
が
こ
の
シ
ミ
ュ
レ

ー
シ
ョ
ン
を
や
っ
て
み
た

ら
、
一
九
七
六
年
西
ド
イ
ツ

政
府
実
施
同
様
「
も
の
す
ご

い
被
害
が
全
国
に
及
ぶ
」
と

い
う
結
果
を
得
た
た
め
発

表
出
来
な
い
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

＊

第
三
の
質
問
（
高
レ
ベ

ル
放
射
性
廃
液
の
量
に
つ

い
て
）
は
次
号
へ

本
会
と
車
の
両
輪
と
し

て
活
動
し
て
き
た
豊
か
な

三
陸
の
海
を
守
る
会
は
五

月
三
一
日
、
宮
古
ホ
テ
ル
沢

田
屋
に
お
い
て
本
年
度
定

期
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

本
年
は
二
〇
〇
五
年
に

会
を
結
成
し
て
以
来
一
〇

周
年
と
な
り
、
記
念
講
演
と

交
流
懇
親
会
が
総
会
の
前

後
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

記
念
講
演
は
、
核
燃
サ
イ

ク
ル
阻
止
一
万
人
訴
訟
原

告
団
事
務
局
長
・
山
田
清
彦

氏
が
「
六
ヶ
所
核
燃
再
処
理

工
場
を
取
り
巻
く
現
状
報

告
」
と
題
し
行
い
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
田
村
剛
一
会

長
が
、
「
六
ヶ
所
再
処
理
工

場
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
開

始
に
よ
っ
て
放
射
能
が
海

に
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
絶
対
に
阻
止
し
、
豊
か
な

三
陸
の
海
を
守
り
た
い
と

い
う
願
い
の
も
と
結
成
し
、

一
〇
年
が
経
ち
ま
し
た
。
こ

の
願
い
を
絶
対
実
現
し
よ

う
」
と
挨
拶
し
ま
し
た
。

菅
野
和
夫
事
務
局
長
か

ら
創
設
以
来
の
、
水
口
憲
哉

氏
、
広
瀬
隆
氏
は
じ
め
連
年

の
講
演
会
や
「
小
○
の
旗
」

を
掲
げ
て
三
〇
〇
人
を
集

め
た
宮
古
市
民
集
会
、
県
内

三
二
市
町
村
で
採
択
し
た

「
放
射
能
海
洋
放
出
規
制

法
（
仮
称
）
」
の
法
整
備
請

願
行
動
、
重
茂
わ
か
め
の
放

射
線
定
期
測
定
な
ど
、
活
動

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

技術未熟で稼働出来な

い六ヶ所再処理工場。動

かせば確実に海が放射能

で汚されます。チラシを

作りました。配布にご協

力下さい。

〔三陸の海を放射能

から守る岩手の会〕
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